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配点 評価事項

5 募集案内パンフレットは、対象者の参加意欲を高める工夫がされているか

5 利用率向上のために、集団健診会場における初回面談の分割実施の工夫があるか

5 特定保健指導の目標値をとらえた利用率向上のための独自の工夫があるか

5
未利用者を行動変容へ導くためのノウハウを有し、対象者の属性に応じた効果的な勧

奨を行えるか

5
利用者にプログラム継続のベネフィット（メリット）を示す等、脱落しないための工

夫があるか

5
プログラムが対象者の健診結果の数値（腹囲、脂質、血圧等）が改善する策として工

夫されているか

5
土曜日、日曜日、夜間（２０時まで）に特定保健指導を実施できるか

（３つできる：５点、２つできる：３点、１つできる：１点）

5
ICTを利用した面談が可能か。

また、その面談方法は利用者がわかりやすく利用しやすいものとなっているか

5 支援内容は、利用者が意欲的に生活習慣改善を継続できる工夫がされているか

事業評価 5
特定保健指導の効果検証及び課題について、明確化できるような具体的な方法を持っ

ているか

業務の管理体制は適切か（業務を統括する者の職務、経験について）

業務に従事する職員の職種・人数等は十分なものか

業務に従事する職員の研修体制は適切か

個人情報を適切に保存・管理できる体制はあるか

市と連絡が取りやすく、事故や苦情に対し、迅速な対応がとれる体制を整えているか

4 5

過去５年に同規模の他市で特定保健指導実績があるか

・中核市以上の実績がある：５点

・他市での実績がある：３点

・企業での保健指導の実績のみ：１点

5 30

３０―{（見積額－委託料限度額の７０％）／委託料限度額 }×１００

なお、１点未満の端数がある場合は、小数点以下を四捨五入する。

また、委託料限度額の７０％を下回る見積額については、３０点とする。

100

評価基準項目

1
特定保健指導の

内容

利用率向上のための工夫等

支援方法（指導の質・効果）

合計

5

3 個人情報保護・安全管理 10

業務実績

費用(事務局評価項目)

2 業務実施体制
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